
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
一
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
三
十
日 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

指
定
医
療
機
関 

 

二 

指
定
施
術
機
関 

な
の
花
薬
局 

本

庄
お
じ
ま
店 

名

称 

名
称 変

更
事
項 

お
じ
ま
薬
局 

変

更

前 

な
の
花
薬
局 

本
庄
お

じ
ま
店 変

更

後 

鳥
居 

俊
美 

安
井 

成
人 

氏

名 

施
術
所
所
在
地 

施
術
所
名
称 

施
術
所
所
在
地 

施
術
所
名
称 

変
更
事
項 

草
加
市
谷
塚
上
町
五
九
五

―
一
一 

鳥
居 

俊
美 

川
口
市
桜
町
三
―
二
―
一

六 は
り
・
き
ゅ
う
安
井
整
骨

院 

変

更

前 

川
口
市
榛
松
二
五
九 

と
り
い
整
骨
院 

川
口
市
桜
町
二
―
五
―

八 安
井
は
り
き
ゅ
う
整
骨

院 

変

更

後 



 

佐
藤 

博
志 

小
林 

伸
人 

施
術
所
所
在
地 

施
術
所
名
称 

施
術
所
所
在
地 

施
術
所
名
称 

施
術
所
所
在
地 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

川
越
市
笠
幡
三
七
二
五
―

一 

東
京
都
板
橋
区
赤
塚
新

町
三
―
三
〇
―
三 

ア
ス
リ
ー
ト
ケ
ア
マ
ッ
サ

ー
ジ
治
療
院 

東
京
都
板
橋
区
弥
生
町

三
―
六
―
一
〇
一 

ア
ス
リ
ー
ト
ケ
ア
整
骨

院 川
越
市
笠
幡
四
五
六
七

―
一
二 


